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専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の概要

平成２５年の臨時国会で成立した国家戦略特別区域法の規定等を踏まえ、有期の業務に就く高度専門的知
識を有する有期雇用労働者等について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間（※）に関する特
例を設けるもの。

施行期日 平成２７年４月１日

（※） 同一の使用者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算５年を超えた場合は、労働者の申込により、
無期労働契約に転換できる。（労働契約法第１８条）

①特例の対象者
Ⅰ）「５年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
Ⅱ） 定年後に有期契約で継続雇用される高齢者

②特例の効果
特例の対象者について、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間（現行５年）を延長

→次の期間は、無期転換申込権が発生しないこととする。
①Ⅰの者 ： 一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間（上限：１０年）
②Ⅱの者 ： 定年後引き続き雇用されている期間

※特例の適用に当たり、事業主は、
①Ⅰの者について、労働者が自らの能力の維持向上を図る機会の付与等
②Ⅱの者について、労働者に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮等

の適切な雇用管理を実施

主な内容



無期転換ルールの特例の仕組み

①計画の作成

・ 対象労働者に応じた適切な雇用管理に
関する事項
例： 労働者が自らの能力の維持向上を図る機会

の付与（高度専門労働者）
配置、職務等に関する配慮（高齢者）

事業主

④有期労働契約の締結

・ 高度専門労働者
一定の期間内に完了する業務に従事
高収入かつ高度の専門的知識等を有する者

・ 定年後引き続いて雇用される者

労働者

②申請

③認定

基本指針

・ 対象労働者に応じた適切な雇用管理
に関する事項 等

（高度専門労働者、高齢者それぞれについて
趣旨に即した多様な事項を例示）

厚生労働大臣

基本指針に沿った対応が
取られると認められれば認定

※契約締結・更新時に労働条件を明示
・無期転換申込権発生までの期間
・特例の対象となる業務（高度専門労働者）

（労働基準法施行規則で対応）

⑤無期転換ルールの特例

☆ プロジェクトの期間中は、対象労働者について
無期転換申込権は発生しない（ただし10年を上限）

開始の日 完了の日

プロジェクト（高度の専門的知識等を必要とする業務）

５年を超える期間

☆ 定年後引き続いて雇⽤されている期間中は、対象労働者
について無期転換申込権は発生しない

（１）高度専門労働者

（２）定年後引き続いて雇用される者
定年 ６５歳

引き続いて雇用



専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 

（平成二十六年法律第百三十七号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の維持向上及び活用を

図ることが当該専門的知識等を有する有期雇用労働者等の能力の有効な発揮及び活力あ

る社会の実現のために重要であることに鑑み、専門的知識等を有する有期雇用労働者が

その有する能力を維持向上することができるようにするなど有期雇用労働者の特性に応

じた雇用管理に関する特別の措置を講じ、併せて労働契約法（平成十九年法律第百二十

八号）の特例を定め、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「専門的知識等」とは、専門的な知識、技術又は経験であって、

高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当するものをいう。 

２ この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約（以下

「有期労働契約」という。）を締結している労働者をいう。 

３ この法律において「特定有期雇用労働者」とは、次の各号のいずれかに該当する有期雇

用労働者をいう。 

一 専門的知識等を有する有期雇用労働者（事業主との間で締結された有期労働契約の

契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の

額に換算した額が厚生労働省令で定める額以上である者に限る。）であって、当該専

門的知識等を必要とする業務（五年を超える一定の期間内に完了することが予定され

ているものに限る。以下「特定有期業務」という。）に就くもの（次号に掲げる有期

雇用労働者に該当するものを除く。） 

二 定年（六十歳以上のものに限る。以下同じ。）に達した後引き続いて当該事業主（高

年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第九条第二項

に規定する特殊関係事業主にその定年後に引き続いて雇用される場合にあっては、当

該特殊関係事業主。以下同じ。）に雇用される有期雇用労働者 

（基本指針） 

第三条 厚生労働大臣は、事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関す

る措置に関する基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。 

一 特定有期雇用労働者の雇用の動向に関する事項 

二 事業主が行う特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容に関

する事項 

３ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、労働政策審議

会の意見を聴かなければならない。 

４ 厚生労働大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 



 

（第一種計画の認定） 

第四条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第一種特定有期

雇用労働者（特定有期雇用労働者のうち第二条第三項第一号に掲げる者をいう。次項第

一号において同じ。）の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画（以下「第

一種計画」という。）を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第一種計画が適

当である旨の認定を受けることができる。 

２ 第一種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 当該事業主が雇用する第一種特定有期雇用労働者（以下「計画対象第一種特定有期雇

用労働者」という。）が就く特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日 

二 計画対象第一種特定有期雇用労働者がその職業生活を通じて発揮することができる

能力の維持向上を自主的に図るための教育訓練を受けるための有給休暇（労働基準法

（昭和二十二年法律第四十九号）第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられ

るものを除く。）の付与に関する措置その他の能力の維持向上を自主的に図る機会の付

与に関する措置（次項第三号において「有給教育訓練休暇付与等の措置」という。）そ

の他の当該事業主が行う計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理

に関する措置の内容 

三 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その第一種計画が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

一 前項第一号に規定する特定有期業務が第二条第一項の厚生労働大臣が定める基準に

該当する専門的知識等を必要とする業務であること。 

二 前項第二号及び第三号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 

三 前号に定めるもののほか、有給教育訓練休暇付与等の措置その他の当該事業主が行う

雇用管理に関する措置の内容が計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇

用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること。 

 （第一種計画の変更等） 

第五条 前条第一項の認定に係る事業主（以下「第一種認定事業主」という。）は、同項の

認定に係る第一種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければ

ならない。 

２ 厚生労働大臣は、前条第一項の認定に係る第一種計画（前項の規定による変更の認定が

あったときは、その変更後のもの。以下「第一種認定計画」という。）が同条第三項各

号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

３ 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。 

（第二種計画の認定） 

第六条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第二種特定有期

雇用労働者（特定有期雇用労働者のうち第二条第三項第二号に掲げる者をいう。次項第

一号において同じ。）の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画（以下「第



二種計画」という。）を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第二種計画が適

当である旨の認定を受けることができる。 

２ 第二種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 当該事業主が雇用する第二種特定有期雇用労働者（以下「計画対象第二種特定有期雇

用労働者」という。）に対する配置、職務及び職場環境に関する配慮その他の当該事業

主が行う計画対象第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の

内容 

二 その他厚生労働省令で定める事項 

３ 厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その第二種計画が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

一 前項各号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 

二 前号に定めるもののほか、前項第一号に掲げる配置、職務及び職場環境に関する配慮

その他の当該事業主が行う雇用管理に関する措置の内容が計画対象第二種特定有期雇

用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置として有効かつ適切なものであること。 

 （第二種計画の変更等） 

第七条 前条第一項の認定に係る事業主（以下「第二種認定事業主」という。）は、同項の

認定に係る第二種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければな

らない。 

２ 厚生労働大臣は、前条第一項の認定に係る第二種計画（前項の規定による変更の認定が

あったときは、その変更後のもの。以下「第二種認定計画」という。）が同条第三項各号

のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 

３ 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。 

 （労働契約法の特例） 

第八条 第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する計画対象第一種特定有期雇

用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用について

は、同項中「五年」とあるのは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別

措置法（平成二十六年法律第百三十七号）第五条第二項に規定する第一種認定計画に記載

された同法第二条第三項第一号に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの

期間（当該期間が十年を超える場合にあっては、十年）」とする。 

２ 第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用する計画対象第二種特定有期雇用労

働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、定

年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間は、同項に規定する通算契約

期間に算入しない。 

 （援助） 

第九条 国は、第一種認定計画に係る計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇

用管理に関する措置を講ずる第一種認定事業主に対して、必要な助成その他の援助を行う

よう努めるものとする。 

 



 （指導及び助言） 

第十条 厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計画

又は第二種認定計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。      

 （報告の徴収） 

第十一条 厚生労働大臣は、第一種認定事業主又は第二種認定事業主に対し、第一種認定計

画に記載された第四条第二項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は第二種認定計画に

記載された第六条第二項各号に掲げる事項の実施状況について報告を求めることができ

る。 

 （適用除外） 

第十二条 この法律は、国家公務員及び地方公務員並びに船員法（昭和二十二年法律第百号）

の適用を受ける船員については、適用しない。  

２ この法律は、同居の親族のみを使用する事業については、適用しない。 

 （権限の委任）  

第十三条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。  

２ 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところ

により、労働基準監督署長に委任することができる。  

 （厚生労働省令への委任) 

第十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施

行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。  

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の

規定は、公布の日から施行する。 

 （施行前の準備） 

第二条 厚生労働大臣は、この法律の施行前においても、第三条第一項から第三項までの規

定の例により、基本指針を定めることができる。 

２ 厚生労働大臣は、前項の規定により基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

３ 第一項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日（以下「施行日」とい

う。）において第三条第一項から第三項までの規定により定められた基本指針とみなす。 

 （経過措置） 

第三条 特定有期雇用労働者であって施行日前に労働契約法第十八条第一項に規定する通

算契約期間が五年を超えることになった者に係る同項に規定する期間の定めのない労働

契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。 

 （社会保険労務士法の一部改正） 

第四条 社会保険労務士法（昭和四十三年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

別表第一第二十号の二十四の次に次の一号を加える。 



二十の二十五 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成二十

六年法律第百三十七号） 

 （厚生労働省設置法の一部改正） 

第五条 厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）の一部を次のように改正する。 

第九条第一項第四号中「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成四年法律第

九十号）」の下に「、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成

二十六年法律第百三十七号）」を加える。 

 （政令への委任） 

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で

定める。 



専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案に対する附帯決議 

 

平成 26 年 10 月 28 日 

参議院厚生労働委員会 

 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、民事上のルールとして定められている無期転換ルールについて行政の関与の下に特例を

定めることはあくまで例外であることに鑑み、特例の対象となる専門的知識等を有する有

期雇用労働者の具体的要件については、無期転換ルールによる労働者保護の趣旨が損なわ

れることのないよう、慎重に検討を行うとともに、労使のコンセンサスを得た上で決定す

ること。その際、特に年収要件については、一般の労働者の賃金水準と比較して相当程度

を超える額に設定すること。 

二、専門的知識等を有する有期雇用労働者については、本法の特例の対象となることで、本

来全ての労働者に等しく保障されるべき無期転換申込権が制限されることに鑑み、その処

遇及び雇用管理については、契約締結時の年収水準以外の社会保険、諸手当、福利厚生、

企業内職業訓練等についても、一般の労働者との均衡を考慮したものとなるよう、認定事

業主に対し周知徹底を行うこと。 

三、専門的知識等を有する有期雇用労働者については、特定有期業務の期間中の雇用の安定

や、労働契約法第十九条の趣旨も踏まえて、合理的な理由のない雇止めを回避することが

望ましい旨、認定事業主に対し周知徹底すること。 

四、特定有期雇用労働者の雇用管理に関する措置についての計画の認定手続については、事

業主に過大な負担が生じないよう簡素な仕組みとするとともに、労働者の意見がその計画

に適切に反映される仕組みについて十分な検討を行うこと。 

五、基本指針の策定に当たっては、女性の活躍推進に向けた就労支援の充実が求められてい

るにもかかわらず、有期雇用労働者の育児休業取得率がいまだ低い状況にあることに鑑み、

雇用管理に関する措置の内容に関する事項として、特例の対象となる女性有期雇用労働者

の産前産後休業及び育児休業の取得が促進できる環境整備を図ることを明確に示すよう

検討すること。あわせて、女性有期雇用労働者に対する妊娠、出産、育児休業取得等を理

由とする雇止めの実態について、十分な調査を行い、その結果に基づき適切な対応策を遅

滞なく講ずること。 

 



六、無期転換ルールの本格的な適用開始に向けて、労働者及び事業主双方への周知、相談体

制の整備等に万全を期すとともに、無期転換申込権発生を回避するための雇止めを防止す

るため、実効性ある対応策を講ずること。特に、六十歳未満から有期労働契約を反復更新

しており、高年齢者雇用安定法における高年齢者雇用確保措置の対象外となる労働者につ

いては、引き続き無期転換ルールにより雇用の安定が図られることが重要であることに十

分留意すること。 

七、高年齢者については、事業主が継続雇用制度を導入し、定年後に有期労働契約によって

引き続き雇用する際は、原則六十五歳までは契約更新がされるものであるとの高年齢者雇

用安定法の趣旨に沿った適切な雇用管理がなされる必要がある旨の周知徹底を強化する

とともに、違反事業主に対する指導等を通じて制度の適正な運用確保に努めること。その

上で、本法の特例の対象となる定年後に引き続き雇用される有期雇用労働者の雇用管理に

ついては、六十五歳以降においてもその雇用が継続できる環境が整備されるよう、認定事

業主に対して必要な指導等を行うこと。 

八、雇用労働政策の決定や法律の制定改廃に当たっては、ＩＬＯの三者構成原則の趣旨を十

分に踏まえ、公労使の三者で構成される労働政策審議会において十分な時間を掛けた議論

を積み重ねるという原則を変更しないこと。 

右議決する。 



(五十音順、敬称略）
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